
うものであり、評価に当たっては、個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究開  

発活動の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などと  

は異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要である。  

8 評価に伴う過重な負担の回避  

（1）評価に伴う作業員担が過重となり、本来の研究開発活動に支障が生じないよう   

に、大規模プロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とでは、評価の方法に差  

を設けるなどの配慮が必要である。評価方法の簡略化や変更を行う場合、評価実   

施主体は、変更の理由、基準及び概略等を予め示す必要がある。  

（2）研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価が相互に   

密接な関係を有する場合には、それぞれの評価結果を活用して同一の研究開発に   

対する評価が重複しないよう、効率的な評価を実施する。  

（3）個々の研究開発施策又は研究開発課題等が、行政機関が行う政策の評価に関す  

る法律（平成13年法律第86号）に定める政策評価（以下「政策評価」という。）   

の対象となる場合には、評価業務の重複による過重な負担が生じないよう、本指  

針による評価と政策評価とを一体として行うものとする。  

9 評価の国際的な水準の向上   

研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評   

価項目に国際的なべンチマークなどを積極的に取り入れるなど研究開発評価に関し   

ても、実施体制や実施方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施   

できるよう取り組んでいく必要がある。  

第2編 研究開発課題の評価  

第1辛 競争的資金による研究開発課題の騨価   

1 総括的事項   

（1）厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政施策に関連する研究であり、専門  

的・学術的観点及び行政的観点の両面から評価を行うものとするが、必要に応じ  

て、広く国内外の専門家の意見を取り入れた国際的水準の評価を行うこととする。   

（2）評価に当たっては、評価に伴う負担が過重にならないようにするため、効果的■  

効率的な評価を行う等のエ夫や配慮を行う。少額又は短期の研究開発課題では、  

事前評価による審査を中心とし、事後評価は省略する又は評価項目を厳選する等  

の配慮を行う。   

（3）評価は基本的に書面によるものとするが、必要に応じ当該研究申請者に対して  

出席及び説明を求めること（ヒアリング）並びに施設の訪問調査を実施するもの  

とする。また、若手育成型の研究開発課題の事前評価を行うに当たっては、研究  

事業の目的等を踏まえて、評価の全部又は一部について、研究者の氏名・所属機  
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関・研究業績等の全部又は一部を秘匿するマスキング評価により行うこととして   

も差し支えない。  

（4）特定の研究者への研究費の過度な集中を防ぎ、効果的な研究開発の推進を図る   

ため、研究代表者及び分担研究者のエフォートを明らかにし、新規課題の選定等   

の際に活用する。  

（5）緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究等は、事前評価の対象としないこ   

とができる。  

2 評価の実施体制  

（1）評価の実施主体  

研究事業等の所管課又は研究事業等を所管する法人（以下この章において「所   

管課等」という。）が評価を行う。この場合においては、所管課等は、研究事業   

等ごとに、事前評価委員会及び中間一事後評価委員会（以下この章において「評   

価委員会」という。）を置く。なお、評価委員会は、研究開発課題の研究類型等   

に応じてそれぞれ複数設置することができる。  

（2）評価者の選任   

ア 評価委員会の委員の数はそれぞれ10名から15名程度を標準とする。   

イ 評価委員会は当該研究分野の専門家から構成されるものとし、必要に応じて  

当該研究分野の専門家以外の有識者等を加えることができる。ただし、厚生労  

働科学研究費補助金による研究事業の事前評価委員会においては、専門家及び  

有識者等として厚生労働省の行政職員（他機関に出向中の者及び厚生労働省の  

職員を辞してから1年を経過していない者を含む。）である者を加えることが  

できない。   

り 中間・事後評価委員会の委員の概ね3分の1は、事前評価委員会の委員とは  

異なる者をもって充てるものとする。  

（3）評価小委員会の設置   

ア 所管課等は、必要に応じて評価委員会の下に評価小委員会を置くことができ  

る。   

イ 評価委員会は、評価小委員会の委員を選任する。評価小委員会の委員につい  

ては、その評価小委員会が属する評価委員会に係る（2）の条件を準用する。  

（4）評価委員会及び評価小委員会による評価の実施   

ア 評価小委員会は、研究開発課題について、専門的・学術的観点と行政的観点  

から書面による評価を実施し、評価委員会に報告する。   

イ 評価委員会は、研究開発課題について、専門的・学術的観点からの評点及び  

行政的観点からの評点等から（評価小委員会を置いた場合には、評価小委員会  

の報告も踏まえて）評価を行う。   

り 評価においては、1課題に対して評価委員会又は評価小委員会の複数名の委  

員が行うものとする。  

（5）利害関係者の排除  
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ア 評価委員会及び評価小委員会の委員は、当該研究事業等に応募すること  

（分担研究者として応募することを含む。）ができないものとする。   

イ 委員は、自らが現在所属している機関に所属している者の研究開発課題につ  

いては、評価しないものとする。  

（6）その他   

評価に必要な申請書等の様式及び委員の任期等については、所管課等が別途定め  

るものとする。  

3 評価方法  

（1）研究開発課題につき、総合的に勘案すべき事項に配慮しながら、専門的・学術   

的観点からの評価及び行政的観点からの評価を行う。評価は、5段階等の評価段  

階を設定し、評点を付けることにより行う。  

研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の重要性を考慮して重み付けを行  

った上で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採択することを  

原則とする。  

（2）評価の実施に際して、所管課等及び本省関係課に所属する者は、必要があると  

認める場合には、研究開発課題に係る行政的観点から評価委員会又は評価小委員   

会において意見を述べることができる。  

（3）評価の基準（評価段階及び重み付け等）は、評価委員会において定める。  

4 評価事項  

（1）事前評価の評価事項   

事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。ただし、マスキング評   

価を行う場合には、研究事業の目的等を踏まえて、評価の一部又は全部について、   

研究業績等を考慮しないこととしても差し支えない。   

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項   

（ア）研究の厚生労働科学分野における重要性  

・ 厚生労働科学分野に関して有用と考えられる研究であるか   

（イ）研究の厚生労働科学分野における発展性  

・ 研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか   

（ウ）研究の独創性・新規性  

・研究内容が独創性・新規性を有しているか   

（エ）研究目標の実現性・効率性  

・ 実現可能な研究であるか  

・ 研究が効率的に実施される見込みがあるか   

（オ）研究者の資質、施設の能力  

・ 研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から遂行可能な研究であ  

るか  

疫学・生物統計学の専門家が関与しているか  
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イ 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項   

（ア）行政課題との関連性  

・厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか   

（イ）行政的重要性  

・厚生労働行政の課題における重要性が高い研究であるか  

・社会的・経済的効果が高い研究であるか   

（ウ）行政的緊急性   

り 総合的に勘案すべき事項   

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合し  

ているか、又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等に  

より、研究の倫理性について検討する。   

（イ）主任研究者及び分担研究者のエフォート等を考慮する。   

（ウ）これまで研究実績の少ない者（若手研究者等）についても、研究内容や計  

画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究開発の  

機会が与えられるように配慮する。   

（工）申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、申請  

課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制及び展望等についても説明  

を求めるものとする。   

エ 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の重点的・効率的配分を図る観  

点から、関係省庁等と十分な連携・調整等を図ることとする。  

（2）中間評価の評価事項  

中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。   

ア 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項   

（ア）研究計画の達成度（成果）  

・ 当初の計画どおり研究が進行しているか   

（イ）今後の研究計画の妥当性・効率性  

・今後研究を進めていく上で問題点はないか  

■ 問題点がある場合は、研究内容等の変更が必要か  

・その際にはどのように変更又は修正すべきか   

（ウ）研究継続能力  

・研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期  

の目的を達成することが可能か  

・研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか   

イ 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項  

・期待される厚生労働行政に対する貢献度等   

り 総合的に勘案すべき事項   

（ア）いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合し  

ているか、又は倫理審査委員会の審査を受けているかを確認する等により、  

研究の倫理性について検討する。  
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